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加茂郡富加町羽
は

生
にゅう

地内における土壌汚染について（第１報） 

加茂郡富加町羽生地内の事業所跡地の土地所有者が、土壌汚染対策法に基づき同所の土壌を調査

したところ、土壌溶出量基準を超える「テトラクロロエチレン」が検出された旨、本日（１月５日）、

可茂県事務所に報告がありました。 

当該事業所では平成１３年にテトラクロロエチレンによる土壌汚染及び地下水汚染が判明し、

周辺地下水調査を実施したところ基準超過が確認されたことから、事業者は継続して地下水浄

化対策を実施してきました。今回の報告を受けて、再度周辺地下水調査等を実施します。 

 

１ 報告内容 

（１）調査地点 

加茂郡富加町羽生地内 クリーニング所跡地 

 

（２）調査結果の概要 

   土壌溶出量調査 

項目 
調査 

検体数 

基準超過 

検体数 

調査結果 

(mg/L) 

土壌溶出量基準 

(mg/L) 

基準 

超過倍率 

テトラクロ

ロエチレン 
１０ １ 

0.0009 ～        

0.048  
0.01 以下 4.8 倍 

※テトラクロロエチレンの分解生成物（クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-

ジクロロエチレン、トリクロロエチレン）についても調査を実施していますが、基準

超過はありませんでした。 

 

２ 汚染の原因 

  当該クリーニング所では、ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用

していました。 

   

３ 今後の対応 

（１）地下水調査について 

   「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、調査範囲に含まれる美濃

加茂市及び富加町と連携して、基準超過地点から半径５００ｍの範囲内にある家庭及び事業所

を対象に、井戸水の利用状況調査、テトラクロロエチレン及び分解生成物の水質検査を実施し

ます。 



 

（２）地域住民への情報提供について 

井戸水を利用している場合は、水質検査結果が判明するまでの間、飲用自粛を呼びかけます。 

（３）土壌汚染対策法に基づく対応について 

   土壌汚染が判明した土地を、土壌汚染対策法に基づく区域に指定します。また、事業者は継

続して地下水浄化対策を実施してきましたが、引き続き、汚染土壌の適正な管理等を行うよ

う指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 物質の説明 

【テトラクロロエチレン】 

 「テトラクロロエチレン」は、塩素を含む有機化合物で、水よりも重く、常温では無色透

明の液体で、揮発性物質です。引火性が低く、容易に油を溶かすという性質があります。こ

のため、ドライクリーニングの溶剤として洗濯業で使われたり、精密機器や部品の加工段階

で用いた油の除去などに使われてきました。 

 高濃度のテトラクロロエチレンを長期間取り込み続けると、肝臓や腎臓への障害が認めら

れることがあり、比較的低濃度では頭痛、めまい、眠気などの神経系への影響が現れること

があります。 

参考：化学物質ファクトシート（環境省） 

２ 用語の説明 

【土壌溶出量基準】 

 土壌に含まれる有害物質を、地下水等を経由して摂取することによるリスクを想定して設定

した基準。 

 

 


